
 

 

 

 

 

学校パソコン購入仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香芝市教育委員会事務局教育部教育総務課 



本仕様書は、学校パソコン購入についての事項を定めるものである。 

 

１ 概要 

学校教職員が使用する業務用パソコン等を調達し、市が指定する場所に納入する。 

 

２ 機器納入及び作業場所 

奈良県香芝市本町１３９７番地 香芝市役所 

 

３ 契約期間 

契約締結日から令和８年８月３１日まで 

パソコン等の納入する日程については、事前に市と協議の上、決定すること。 

 

４ 調達機器 

(1) ノートパソコン １４式 

種別 仕様 

OS Windows11 Professional(64bit)日本語版 

※再セットアップ媒体（Windows11）を1セット納品 

CPU Intel Core i5以上 

※Intel社製の第13世代以降 

主記憶装置 16GB以上 

※メーカー純正メモリかつ増設空きスロットが1以上 

補助記憶装置 SSD 256GB以上 

ディスプレイ TFT方式ｶﾗｰ液晶ディスプレイ 

15.6インチ以上かつ解像度は、FHD（1920×1080）又はWUXGA

（1920×1200） 

ノングレア液晶 

USBポート数 Type-A 2ポート以上 

Type-C 1ポート以上 

外部ディスプレイ出力 HDMI 1ポート以上 

キーボード 日本語JIS配列キーボード 

ポインティングデバイス機能を有するタッチパッドを搭載したテ

ンキー付キーボード 

マウス USB接続でホイールスクロール付き 

光学、BlueLED、レーザーのいずれかの方式 

※マウス本体の長さは汎用品程度 

ネットワーク機能 1000BASE-T対応 

内蔵無線LAN IEEE802.11 b/g/a/n/ac/ax  

電源 純正のACアダプタを添付 

カメラ HD Webカメラ内蔵（有効画素数約92万画素以上） 



サウンド機能 スピーカー及びマイク内蔵 

音声出力及び入力端子有り 

サポート修理 「⑵ 調達パソコンのサポート修理要件」を満たす保証 

※サポート登録は、業者で実施 

その他 新製品又は現に販売され、仕様書に基づいたサポートが受けら

れる製品とすること。 

納入する機器については同一製造会社の同一型番であること。 

納入する機器類は、国等による環境物品等の調達の推進等に関

する法律（令和３年法律第３６号）に準拠し、かつ一般行政事務

用に適用したものであること。ただし、JIS C 0950（いわゆるJ-

Moss）に準拠したグリーンマークが表示されている機器も本項に

適合しているものとすること。 

 

(2) 調達パソコンのサポート修理要件 

サポート期間は６０か月であること。 

サポート契約期間中において、機器が正常に動作するよう、サポート修理業者（納入業者

がサポートを行う場合は、当該納入業者。以下同じ）の負担において、機器の調整、修理、

又は部品の交換等所要のサポートを翌日オンサイトで行うこと。 

納入する機器のサポート修理業者は、プライバシーマーク認定業者、ＩＳＯ２７００１／Ｉ  

ＳＭＳの認証又は個人情報保護方針等を定めた事業者であること。 

１２月２９日から翌年の１月３日まで及び国民の祝祭日を除く月曜日から金曜日の９時００

分から１７時００分の受付とすること。 

ＨＤＤ及びＳＳＤは、回収せずに本市に引き渡すこと。 

 初期不良品については、速やかに交換等の処置を行うこと。その際には、指定された設定

やソフトウェアのインストール等を実施した上で当初の設置場所に配置し、速やかに障害原

因及び処置について担当者に報告すること。 

 

(3) ライセンス・周辺機器 

品名 数量 備考 

Microsoft Office  

LTSC Standard 2024 

14 ボリュームライセンスとすること。 

Just PDF 6（新規） 14  

※教育機関向けのライセンスが調達可能な場合は教育機関向けのライセンスとすること。 

その他、業務に必要となると判断されるものは金額に含めること。 

 

５ その他 

不明な点及び不足がある場合は、随時、市の担当者と協議すること。 

 

 


